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１．プール水水質検査結果についての指導助言事項
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


プール水の水質検査項目について
	№
	項 目 名
	解　説

	１
	一般細菌
	感染症のリスクとなる細菌を直接検出する指標ではないが、水の生物学的な汚染の 指標として有効。

	２
	大腸菌
	人や温血動物の腸内に常時住み着いている細菌のこと。
糞便汚染の指標。

	３
	濁度
	水の濁りの程度を示すもの。

	４
	過マンガン酸カリウム消費量
	身体の汚れ、主に、垢等の有機物などによる汚染の指標。

	５
	pH値
	水の酸性度、アルカリ性度を表す指標。中性付近を維持することによって、効率的な浄化、消毒を行うことができる。

	６
	総トリハロメタン
	トリハロメタンは、遊泳者が持ち込む汚れによる有機物を含む水を塩素処理することにより、その副生成物として生成。

	７
	遊離残留塩素
	プール水の消毒管理の指標。細菌やウイルス等のプールで感染する可能性のある病原体に対して消毒効果を得るためには、 0.4 mg/L 以上が必要

	８
	循環ろ過装置の処理水の濁度
	循環浄化方式のプールでは、その管理が常時確実に行われている必要があり、循環ろ過装置の処理水は、その出口における濁度は 0.1 度以下であることが望ましい。
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